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■デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
　青色申告法人が事業適応計画について産業競争
力強化法の認定を受け、令和５年３月３１日までに事業
適応計画の実施のためのソフトウェア等の新設・増設
などをした場合に、取得価額の30％の特別償却か取
得価額の3％の税額控除が認められます。なお税額
控除は、グループ外の事業者とデータ連携する場合
には5％に引き上げられます。

■研究開発税制の見直し
　総額に係る税額控除制度については、税額控除率
の下限を6％から2％に引き下げ、上限を10％から
14％に引き上げられます。
　令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
開始する事業年度のうち、基準年度に比較して売上
が2％以上減少し、試験研究費が基準年度を超える場
合に、控除税額について当期の法人税の5％が上乗
せされます。

■所得拡大税制の見直し
　青色申告法人が令和３年４月１日から令和５年３月３
１日までに開始する各事業年度に、新規雇用者給与
等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する
増加割合が2％以上の場合、控除対象新規雇用者給
与等支給額の15％を税額控除できる制度となります。
なお、教育訓練費の増加割合が20％以上の場合は、
控除対象新規雇用者給与支給額の20％まで税額控
除が拡大されます。
　中小企業向け所得拡大税制は、増加割合1.5％の
判定を、継続雇用者給与等支給額の比較から、雇用
者給与等支給額での比較へと変更します。また、税
額控除率25％になるか否かの判定についても、継続
雇用者給与等支給額の比較から、雇用者給与等支
給額で比較して増加割合が2.5％以上か否かの判定
を行います。

■繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の事業適応計
画の認定を受け、事業適応計画に従って事業適応を
実施する者の適用事業年度に、令和２年４月１日から
令和３年４月１日を含む事業年に生じた欠損金があ
る場合には、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範
囲内で損金算入できることになります。

■株式を対価とするＭ＆Ａの促進
　会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡
し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合は、
その譲渡した株式の譲渡損益を繰り延べることとし
ます。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の中長期環境
適応計画について認定を受け、令和６年３月３１日ま
でに、その計画に記載された中長期環境適応生産性
向上設備（仮称）又は中長期環境適応需要開拓製品
生産設備（仮称）を取得した場合に、取得価額の50％
の特別償却、あるいは取得価額の5％の税額控除を
選択適用できます。なお、税額控除については、温室
効果ガスの削減に著しく資するものにあたっては
10％に控除額が拡大されます。

■中小企業向け税制
　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用
期限は２年延長されます。
　中小企業投資促進税制について、①不動産業、②
物品賃貸業、③料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ
その他これに類する事業（生活衛生同業組合の組合
員が行うものに限る。）を指定事業に加えて、適用期
限が２年間延長されます。

■住宅ローン減税に関する特例措置
　住宅ローン減税について１３年間利用できる特例
が、令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までに居
住の用に供した場合まで延長されることになりました。
　住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅につ
いても、住宅ローン減税の特例が利用できるように
なります。ただし、１３年間の控除期間のうち、合計所
得金額が1,000万円を超える年については、適用さ
れません。

■同族会社が発行した社債の利子
　同族会社が発行した社債の利子・償還金について、
法人と特殊の関係のある個人及び親族が受け取る
場合は、総合課税の対象となり累進税率が適用され
ます。令和3年4月1日以後に受け取るものから適用
になります。

法人税関係

所得税・住民税関係

　政府は、令和２年12月21日に令和3年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた法人税の軽減税率の特例の適用期限の延長は実現され、固定資産
税や産業競争力強化に係る措置などウィズコロナ・ポストコロナを意識した税制改正となりま
した。主な内容をお知らせします。

～中小企業向けの法人税の軽減税率は２年延長、
固定資産税は据え置きなど～

令和3年度 税制改正大綱
－法人会の税制改正提言－
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■短期退職手当等
　退職手当のうち、勤続年数が５年以下である者が
受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの
を短期退職手当等とし、収入金額から退職所得控除
額を控除して300万円を超える部分には、退職所得
の計算の際に２分の１とする措置を適用しないことに
なります。令和４年分から適用されます。

■子育て助成の非課税
　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育て
に対する助成について、非課税とします。

■課税売上割合に準ずる割合の承認申請
　課税売上割合に準ずる割合の承認申請について、
課税期間の末日までに提出して、１ヶ月以内で承認
を受けることで、提出した課税期間から課税売上割
合に準ずる割合が利用できます。

■電気ガス供給施設利用権の範囲
　調整対象固定資産である電気ガス供給施設利用
権の範囲に、電気事業法の配電業者に対して電気供
給施設を設けるために要する費用を負担して、電気
供給施設を利用して電気の供給を受ける権利が加
えられます。

■産後ケア事業は非課税
　母子健康法の改正により創設される産後ケア事
業は、社会福祉事業に類するものとして非課税とな
ります。

■20万円以下の国際郵便による輸出
　20万円以下の国際郵便で輸出をした場合に、輸
出免税の適用を受けるためには、輸出したことを証
明する書類として、日本郵便株式会社より交付を受
けた郵便物の引受証及び発送伝票の控えの保存が
必要となります。令和３年１０月１日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されます。

■国際金融都市に向けた税制上の措置
　国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国
外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の
時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続・贈与により取得する国外財産には相続税又は
贈与税を課さないこととします。

■住宅取得資金の贈与
　直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の非課税措置について、令和３年４月１日から令和３
年１２月３１日までに契約した場合は、現行と同額で
据え置かれます。

　受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が
1,000万円以下の場合には、面積要件が緩和され
40㎡以上となります。

■教育資金の一括贈与制度
　教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に残
額がある場合に、相続税の対象となります。ただし、
受贈者が、①２３歳未満である場合、②学校等に在学
している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講している場合は、相続税の対象とな
りません。
　なお、受贈者が孫・ひ孫の場合は２割加算の対象と
されます。

■結婚・子育て資金の一括贈与制度
　受贈者が孫・ひ孫の場合に２割加算の対象としま
す。受贈者の年齢制限は、２０歳以上から１８歳以上に
引き下げられます。

■税務関係書類の押印義務の見直し
　納税者の押印が必要とされてきた税務関係書類
について、基本的に押印不要となります。押印が必
要なものは、①担保提供関係書類及び物納手続関
係書類で、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めて
いる書類、②相続税及び贈与税の特例で、財産の分
割協議に関する書類だけとなります。

■電磁的記録等による保存制度の見直し
　承認制度を廃止して、正規の簿記の原則に従って
記録されていれば紙への印刷は不要で、電子データ
のまま保管することが可能となります。令和４年１月
１日以後の関係帳簿から適用されます。
　訂正等履歴要件及び相互関連性要件など、従来
の要件を満たす優良な電磁的記録等の保存を行う
旨の届出を提出することで、過少申告加算税が5％
軽減されます。令和４年１月１日以後に申告期限が到
来するものから適用されます。

■スキャナ保存制度
　承認制度を廃止して、要件が大幅に緩和されます。
会計システムにおいて訂正削除履歴が残る場合は、
タイムスタンプも不要となり、２ヶ月以内に入力する
ことが求められます。書類への自署、相互けん制な
どの適正事務処理要件なども廃止されます。令和４
年１月１日以後に保存する書類に適用されます。

■固定資産税
　令和３年度は、固定資産税の評価替えの年となり
ますが、土地について、固定資産税の税額が増加す
る場合には、前年度の税額に据え置く特別な措置が
講じられます。なお、評価額が下がった場合は、通常
通り減額となります。コロナ禍による対応となります。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人

税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

消費税関係

相続税・贈与税

その他

東京法人会連合会

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率10％ 1,500万円

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率8％以下 1,500万円

上記以外の住宅　消費税率10％ 1,000万円

上記以外の住宅　消費税率8％以下 500万円
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法人会の活動

1月16日（土）駕籠町小学校及び 2月19日（金）
本郷小学校において6年生を対象に、青年部会メ
ンバーが講師となり、租税教室を開催しました。
メンバーが 2人1組になって、「税金はなぜ必要
なのか」、「税金の使いみち」等について、クイズや
パネルを使いながら、また、授業の最後には‘1億
円’のレプリカ（重さ約10kg）を体験してもらう等、
限られた時間ではありましたが児童たちが興味を
引くよう分かりやすく授業を進めました。
青年部会ではこれまで約10年にわたり、次代を
担う児童たちに税の意義や役割を正しく理解して
もらうため、毎年管内の小学6年生を対象に租税
教室（出前授業）を実施してきました。
しかし、令和2年度の租税教室は新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響で、管内全ての小学校で
開催できませんでした。この年度の 6年生のみ

コロナ禍によって税に対する学びの場が途絶える
事を残念に思い、少しでもお役に立てればという
思いで租税教室の内容を収めた DVD「租税教室
2020」を撮影・製作し、社会科の授業での活用等、
税の理解の一助としていただけるよう開催できな
かった小学校に配布しました。

2月19日（金）、ホテル機山館において東京小売
酒販組合本富士支部及び本郷間税会との共催によ
り開催しました。
株式会社ヴェリテワインコンサルティング代表取
締役の伊澤成典氏を講師に迎え、「ソムリエに学ぶ
趣味のワイン講座」と題したテーマでお話しいただ
きました。
知っているようで知らないことが多いワイン。伊
澤氏からはワインとブドウの関係、品種や生産地の
ほか、ラベル表示のルール（果実酒等の製法品質
表示基準）等、気軽にワインを楽しめるよう魅力を
たっぷりとお伝えいただきました。

今回はコロナ禍であることを踏まえ、例年行って
いた試飲はできませんでしたが、参加者からは「ワ
インの保管方法は？」「料理に合う種類は？」等々、
多くの質問が出ていました。

「租税教室」を開催
－青年部会－

「酒税法とワインセミナー」を開催
－社会貢献研修委員会－

▲駕籠町小学校での様子（講師役の利根川幹事（左）と中村副部会長） ▲吉田青年部会長による説明（DVD「租税教室2020」）

▲本郷小学校での様子（講師役の伊東副部会長（左）と山元副部会長）

▲講師の伊澤成典氏
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Activities

　4月6日 ( 火 )、医科器械会館において「第10回
女性部会・青年部会活動報告会」を開催しました。
昨年の活動報告会は新型コロナウイルス感染症拡
大の影響で、やむなく中止となったため2年ぶりの
開催となりました。
　今回はコロナ禍であることを踏まえ、参加人数
の制限やオンライン配信による講演等、新たな試
みで行いました。
　第1部では両部会から令和2年度事業報告及び
収支決算の報告をはじめ、令和3年度の事業計画、
収支予算等を説明した後、来賓として橋立会長及
び横矢本郷税務署長からご祝辞をいただきました。
　第2部では特別講演会として、加藤高身顧問から
「本郷法人会員であること」と題して講演いただき
ました。「本郷法人会は70周年を迎え、これまで

の間に培われた結束力があることが強み」「会員同
士の付き合い、他法人会との付き合い等、人との
つながりを大事にしてほしい」等、これまでの経験
を踏まえた話しに参加者は熱心に耳を傾けていま
した。
　新型コロナウイルス
の影響により、思うよ
うな事業活動がなかな
かできない状況ですが、
このような状況でもで
きることは何か、という
ことを考えながら令和
3年度も各種事業に取
り組んでまいります。

3月30日 ( 火 )、女性部会では社会貢献活動の
一環として、未使用タオル80枚を特別養護老人
ホーム「ゆしまの郷」に寄贈しました。
また、同日、使用済み切手やプリペイドカード等
を文京区社会福祉協議会に寄贈しました。

「活動報告会」を開催
－女性部会・青年部会－

女性部会が社会貢献活動を実施
－未使用タオルを「ゆしまの郷」に寄贈－

▲飯村女性部会長によるあいさつ ▲来賓祝辞を述べる橋立会長 ▲来賓祝辞を述べる横矢本郷税務署長 ▲加藤顧問による特別講演会

▲吉田青年部会長によるあいさつ

▲「ゆしまの郷」の中谷施設長 ( 左 )と飯村女性部会長
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税務署だより tax offi  ce message

年 度 税 務 職 員 募 集

Ｐｒｉｄｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使して適正な課税

を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◇ 受 験 資 格 １ （令和 ）年 月 日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から

起算して 年を経過していない者（ （平成 ）年４月１日以降に卒業した者が該当す

る。）及び （令和４）年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

２ 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇ 申 込 手 続 １ 申込方法

インターネット申込み

人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。

２ 受付期間

令和３年６月 日（月）９時から令和３年６月 日（水） 受信有効 まで

３ 受験案内交付期間

令和３年５月７日（金）から令和３年６月 日（水）まで

９時から 時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

４ 受験案内交付場所

東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

（注） 人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

◇ 試 験 日 第１次試験 令和３年９月５日（日）

第２次試験 令和３年 月 日（水）から令和３年 月 日（金）までのうち指定された日時

※ 試験概要等の詳しい情報は、東京国税局ホームページ「採用関係お役立ちリンク集」をご確認ください。

【問合せ先】東京国税局 総務部 人事第二課 試験係

代表 ０３－３５４２－２１１１ 内線２１６９
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message

 
 
 
令和３度の固定資産税・都市計画税（ 区内）の納税通知書は、 月 日（火）

に発送します。 月 日（水）までにお納めください。なお、納税通知書は、郵便

局の配達状況により発送からお手元に届くまで１週間程度かかる場合がございます。

固定資産税・都市計画税（ 区内）は、ペイジー対応のＡＴＭ、パソコン・

スマートフォン等からインターネットバンキング・モバイルバンキングやクレジット

カードでも納付できます。また、スマートフォン決済アプリでも納付できますので、

ぜひご利用ください。

さらに、納税には、安心で便利な口座振替がご利用いただけます。

地方税共通納税システムでのｅＬＴＡＸ電子納税が大変便利です。

インターネットバンキング等での納付に加えて、事前に登録した口座から引き落

としができるダイレクト納付ができます。また、全国の自治体に一括で納付するこ

とが可能です。詳細はｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。

６月は固定資産税・都市計画税第１期分の納期です（ 区内 ）

ｅＬＴＡＸ電子納税が大変便利です
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あ の 店 ・ こ の 店
法人会

本郷地区

湯島地区

❶

❷

本駒込地区

向丘地区

西片地区

千駄木地区

根津地区
❺

お茶・海苔
老舗大佐和　湯島本店

和菓子
つる瀬

東京都文京区湯島 3-36-5
TEL. 03-3831-8285
URL. https://www.oosawarouho.com/

東京都文京区湯島 3-35-8
TEL. 03-3833-8516
URL. http://tsuruse.jp/

老舗大佐和は、嘉永 5年創業のお茶と
海苔の専門店です。
茶畑の水、土造りから拘りを持ち続けて
いる生産農家より厳選されたお茶を仕入
れ自社静岡工場で真心こめて作りあげる
生産・製造・販売の三位一体をコンセプ
トに致しております。独自の製法で作り
あげた深み、甘み、香りの濃煎茶大老シ
リーズは当社自慢の一品茶です。佐賀県
産の焼海苔絢爛も是非ご賞味ください。
美味しいお茶と海苔でほっと安らぎのひ
とときを。

東京は文京区湯島、天神様の
お膝元昭和 5年創業。
豆大福や豆餅をはじめ、四季
折々のお菓子は幅広いお客さ
まに気軽に求めていただける
よう、味・品質そして手頃な
価格であることを大切にして
います。本当にシンプルな配
合だからこそ、十分に吟味し
た素材だけを贅沢に使用して
おります。
甘味喫茶も併設しております。
千駄木店もごさいます。

❹

❶❷
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❺

❹

❸

ビール
クラフトビールのドリンクアッパーズ

TEL. 03-6304-1515
URL. https://www.drinkuppers.com/

ご購入はオンラインショップ又は高崎屋にて！卸売りの
ご相談はお電話までお願いいたします。
海外現地でも容易に手に入らないような、希少でハイ
クオリティな海外クラフトビールを取扱う専門商社です。
直接ブリュワリーへ赴き、信頼関係を築くことから始め
ることで、唯一無二の良質なラインナップを実現して
います。
女性目線のパッケージやテイストを数多く取り揃えてい
ることも大きな特徴です。家飲みのワンランクアップや
プレゼントにどうぞ♪

とんかつ
わらしっ子

本駒込の地で、とんかつ
わらしっ子が創業 50 年
を迎えます。
とんかつと魚料理などご
用意しております。小さ
いお子様連れもお気軽に
ご利用ください。地域の
皆さまに愛されるよう
日々真心込めて営業して
おります。
弁当もございますので是
非ご利用ください。
皆さまのご来店お待ちし
ております。

東京都文京区本駒込 4-35-19 
TEL. 03-3827-1129

魚
湯島丸赤

1946 年 創 業 以 来
「新鮮美味」を看板
に掲げ、近隣のお客
様はもとより、全国
のみなさまに魚本来
の美味しさと食卓に
笑顔をお届けしてお
ります。
銀鱈西京焼弁当が人
気です。

東京都文京区湯島 3-39-9 
TEL. 03-3831-5701
URL. http://www.maruaka.co.jp

営業時間　11:30 ～ 14:00、17:00 ～ 22:00　
定 休 日　木曜日
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令和3年度　保存版
研修会・講演会予定表

あなたもぜひ
参加してみませんか

事　業　名 日　　程 時間・場所 内　　容

1 新設法人説明会
令和3年4月7日（水）／6月30日（水）
／10月6日（水）／12月9日（木）／
令和4年2月2日（水）

時間：13：30～16：00
場所：本郷税務署大会議室

新たに会社を設立
された経営者向けに
「法人税」や「源泉所
得税」の基本的な仕
組みを項目ごとに説
明します。

2 決算法人説明会
軽減税率等説明会

令和3年4月16日（金）／5月14日
（金）／6月29日（火）／7月21日
（水）／9月8日（水）／9月13日（月）
／10月13日（水）／11月12日（金）
／12月8日（水）／
令和4年1月14日（金）／2月9日（水）
／3月18日（金）※

決算法人説明会
時間：13：30～15：30
軽減税率等説明会
時間：15：30～16：00
場所：本郷税務署大会議室
※3月18日（金）
場所：文京区民センター3Ａ

決算期を迎えた法人
に対して適正な申告
をしていただくため
留意点など基本的な
事項を説明します。

3 法人税の基礎講座
【研修シリーズ】

令和3年9月16日（木）／10月7日（木）
／10月21日（木）／11月4日（木）／
11月18日（木）／12月2日（木）

時間：13：30～16：30
場所：本郷税務署大会議室

実務を担当する方を
対象に法人税の申告
書作成のための研修
内容です。

4 源泉基礎講座 令和3年6月10日（木）／11月25日
（木）／12月16日(木)

時間：14：00～16：00
場所：本郷税務署大会議室

実務を担当する方を
対象に源泉所得税事
務の要点を説明しま
す。

5 税法等研修会
令和3年
①6月23日（水）
②9月10日（金）

①時間：15：00～17：00
場所：本郷税務署大会議室
②時間：14：00～15：30
場所：都税事務所会議室

国税や地方税の改正
事項を分かりやすく
説明します。

6 年末調整説明会 令和3年
11月8日（月）～11月12日（金）

時間：午前・午後
場所：文京区民センター

1年間の給与に対す
る源泉徴収税額の過
不足額の精算等につ
いて説明します。

その他セミナー等の予定
☆労務セミナー（7月5日）
☆税務署長講演会＆文化講演会（11月）
☆酒税法とワインセミナー（11月24日）
☆セミナー・オンデマンド
　【インターネット環境が整っていれば24時間アクセス可能で時間を気にせずいつでも受講できます】
☆セミナーDVDレンタルサービス
　【会社や自宅にいながら、インターネットから見たいDVDの予約ができます。ご登録いただいた住所にお届
　けし、返却は郵便ポストに投函するだけ】
※感染症拡大状況によって、中止・変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※詳細については法人会ホームページをご覧ください。

本郷法人会　　　検索
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事務局だより
HOJIN HONGO vol.497

■ 令和 3年 3・5月号（合併号）（No.497）発行所 公益社団法人 本郷法人会　　発行人 : 広報委員長 塙 英幸
　 〒113-0033　文京区本郷 3-26-8 数寄屋ビル2階　電話3812－0595　FAX 3815－2401

3・5月号（合併号） 編集後記
　この3月末で青木事務局長が退任され、後任の本多哲さんが入局し、新体制となりました。さて、昨年4月7日に新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言が発出されてから1年以上経過しました。事態は好転の兆しが見えてこない中、会員の皆様方においてはこの難局
に立ち向かわれていることと存じます。この状況が早く終息へ向かうことと皆様のご健康をお祈り申し上げます。（田邉　記）

総　会【16:00 高千穂の間】
黙　　祷
定数報告・開会のことば
会長あいさつ
感謝状及び特別感謝状の贈呈
令和2年度会員増強功労者感謝状の贈呈
議　長　選　出
議事録署名人選出
議　　事
 【承認事項】
 （1）第1号議案　令和2年度決算報告承認の件
 （2）第2号議案　任期満了に伴う役員改選承認の件

本郷法人会第10回通常総会のお知らせ

日 時： 令和3年6月14日（月）16:00開会
場 所： 東京ガーデンパレス「高千穂の間」
　　　 文京区湯島1-7-5  TEL 3813-6211

 【報告事項】
 （1）令和2年度事業報告の件　
 （2）令和3年度事業計画報告の件
 （3）令和3年度収支予算報告の件
議　長　退　席
閉会のことば
第1回臨時理事会

Relaxation Space
「いつものわたし」のままで思い思いのひとときをお
過ごしいただける「ラクーアリビング」。

◎リラックスラウンジでは、個々のモニターでお好きなTVを楽し
める他、各種雑誌や毛布のご用意もございます。

Ladies Care
女性に気軽に利用して頂き、とことん楽しんで頂ける
よう様々な「快適」をご提供。

◎女性ロッカールームから直結の女性専用リクライナーコーナーが
あるので、女性一人での来館でも安心して仮眠できます。また、
パウダーコーナーや浴室のアメニティも充実しています。

Treatment & Beauty
世界各国の施術で至福のひとときを。

◎トリートメント＆ビューティー施設を揃え、ボディケアをはじめ
リフレッシュできるバラエティに富んだコースをご用意しました。

Spa Zone
心とからだが潤うぜいたくな時間。

◎東京ドームシティの地下1,700ｍから湧き出た天然温泉を
使った屋内・露天風呂も大浴槽を中心に、アトラクションバス、
サウナも充実しています。タオルをはじめアメニティも完備し
ていますので、手ぶらでも安心。都心で極上のリフレッシュを
お約束します。

Healing Baden
ワンランク上の贅沢を愉しむ大人の楽園。

◎南国リゾート気分を味わえる休憩スペースと様々な岩盤浴効果
が期待できる5つの低温サウナで、心ゆくまでのリフレッシュ
を。眺望を楽しみながら、男女一緒にお寛ぎ頂けます。

■お問い合わせ：本郷法人会　☎3812-0595　

東京ドーム天然温泉『スパ ラクーア』…従業員の福利厚生にご利用ください!!
－会員限定チケットのご案内－　2,200 円で販売 お得です。

厚生組織委員会よりお知らせ

我社の一言 PR
☞ 店　名：お酒とお料理の店 天神町 藤しの
☞ 所在地：文京区湯島 3-34-11-102 クレヴィア文京湯島
☞ 代表者：舘澤 冊子
☞ ＴＥＬ：03-6284-2424 
☞ ＦＡＸ：03-6284-2400
☞ ＵＲＬ：fujishino.owst.jp/

令和2年3月10日に和食店を開店致しました。
料理長渾身のお料理と國酒をご用意し、利唎
師とビアアドバイザーがお料理に合わせお酒を
ご提案致します。七十二候の室礼でお香かほ
る店内でおくつろぎくださいませ。

※今回の総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、感謝状贈呈式、懇談会
は実施せず、通常総会のみの挙行となります。
　また、ご来賓などのご招待も取り止めといたします。あらかじめご了承ください。
※ご欠席の場合には必ず委任状をご提出くださいますようお願いいたします。
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